
不
妊
治
療
助
成
金
給
付
の

一

部

改

正

　

不
妊
治
療
を
受
け
た
夫
婦
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
岡
山
県
不
妊

に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の

交
付
決
定
者
に
対
し
て
、
１
回
あ
た
り

10
万
円
を
限
度
と
し
た
治
療
費
を
助
成

し
て
い
ま
す
。
４
月
か
ら
助
成
内
容
が

一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
内
容　

▼
対
象　

夫
婦
と
も
に

市
内
に
１
年
以
上
在
住
の
人　

▼
助
成

回
数　

通
算
６
回
（
年
度
に
は
関
係
な

く
）

　

申
請
方
法　

治
療
の
終
了
後
、
所
定

の
申
請
書
に
記
入
し
、
岡
山
県
不
妊
に

悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
受
診

証
明
書･

承
認
通
知
書
の
写
し
、
住
民

票
の
写
し
を
そ
ろ
え
て
提
出

　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
課

母
子
保
健
係
（
☎
92
８
２
６
１
）

市
外
病
児
保
育
室
の
利
用

　

４
月
か
ら
岡
山
市
や
倉
敷
市
な
ど
、

他
市
の
病
児
保
育
室
も
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

利
用
施
設
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

利
用
施
設
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
課
子
育
て
支

援
係
（
☎
92
８
２
６
８
）

社
会
教
育
活
動
に
補
助
金

　

市
内
で
活
動
す
る
営
利
を
目
的
と
し

な
い
団
体
や
グ
ル
ー
プ
が
行
う
、
生
涯

学
習
や
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
体
験
活

動
な
ど
、
市
民
を
対
象
に
し
た
活
動
に

対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
過
去
２
回
以
上
こ
の
補
助

金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
な
ど
、
対
象

外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

補
助
金
額　

総
費
用
の
３
分
の
２
の

額
。
上
限
８
万
円

　

事
業
実
施
時
期　

交
付
決
定
日
か
ら

平
成
30
年
３
月
31
日
㈯
ま
で

　

対
象
費
用　

講
師
へ
の
謝
礼
、
使
用

料
、
材
料
代
、
印
刷
代
な
ど

　

申
請
方
法　

所
定
の
申
請
書
に
記
入

し
、
５
月
１
日
㈪
か
ら
19
日
㈮
ま
で
に

生
涯
学
習
課
へ
提
出

　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

生
涯
学
習

課
社
会
教
育
係
（
☎
92
８
３
６
２
）

軽
自
動
車
税
の
減
免

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
り
、
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
で
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場

合
、
軽
自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

１
人
１
台
ま
で
。
軽
自
動
車
税
と
自
動

車
税
の
両
方
で
減
免
を
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

申
請
方
法　

減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
は
、
５
月
中
旬
に
発
送
す
る
納
税

通
知
書
が
届
い
た
ら
、
次
の
全
て
の
書

類
を
そ
ろ
え
、
税
務
課
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
▼
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

　

▼
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど　

▼
運
転

免
許
証　

▼
車
検
証　

▼
印
鑑　

▼
個

人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
カ
ー
ド
か

通
知
カ
ー
ド

　

申
請
期
限　

５
月
24
日
㈬

　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
税

政
係
（
☎
92
８
２
３
８
）

「
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画

区
域
区
分
」
の
変
更
原
案
の

縦

覧

と

公

聴

会

　

縦
覧
期
間　

５
月
８
日
㈪
か
ら
22
日

㈪
ま
で
の
開
庁
時
間

　

縦
覧
場
所　

岡
山
県
都
市
計
画
課
、

総
社
市
都
市
計
画
課

　

意
見
書　

公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ

う
と
す
る
人
は
、
意
見
書
を
縦
覧
期
間

中
に
縦
覧
場
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

公
聴
会　

公
述
人
の
選
定
は
、
意
見

書
を
提
出
し
た
人
が
多
数
の
場
合
、
公

述
人
の
人
数
や
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制

限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
原

案
に
関
係
の
な
い
意
見
は
述
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん

※
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
の
提
出
が
な

か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
は
中
止
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
中
止
の
場
合
は
県
公
報

や
、
県
都
市
計
画
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

日
時　

６
月
６
日
㈫
、
午
後
２
時
30

分
　

場
所　

市
役
所
西
庁
舎
３
０
１
会
議

室
（
西
）

　

問
い
合
わ
せ　

岡
山
県
都
市
計
画
課

計
画
班
（
☎
０
８
６
―
２
２
６
―

７
４
９
２
）

く
ら
し

　ヘルプマークとは、知的
障がいや聴覚障がい、
内部障がい、難病、
妊婦であるなど、援
助や配慮を必要とし
ていることが外見か
ら分かりづらい人が、
配慮を必要としていること
を知らせるためのマークで
す。
　援助や配慮を必要とされ
る人の安全安心のため、市
内に在住か在勤、在学の障
がいがある人などに交付し
ています。
●交付手続　ヘルプマーク
を必要とする理由が分かる
書類（障害者手帳や特定医
療費（指定難病）受給者証、
母子手帳など）を福祉課へ
持参
　問い合わせ　福祉課障が
い福祉係（☎92 8269）

ヘルプマークの交付

吉備再発見写生大会
　場所　備中国分寺、井山宝福寺、清音ふるさとふれあい広場、
豪渓の 4会場のうち、好きな会場
　内容　受け付けは午後１時まで。雨天の場合は４日㈷。高校
生以下の人が対象。絵を描く道具（絵具、画板など）、弁当、水
筒、帽子、敷物などを持参。画用紙は各会場の受付で配布
　問い合わせ　市文化協会事務局（☎92 3491、総合文化セン
ター内）

幻想の響宴
　場所　備中国分寺
　内容　ライトアップされた備中国分寺
五重塔を背景に、幻想的な雰囲気に包ま
れるなか、和太鼓や備中神楽、日本舞踊
などの郷土芸能のステージが行われる。
雨天の場合は４日㈷に順延
　問い合わせ　吉備路観光案内センター
（☎92 1211）

としょかんまつり
　場所　市図書館
　内容　エプロンシアター、パネルシアターなど
　問い合わせ　市図書館（☎93 4422）

さつき展
　場所　市役所１階ロビー
　内容　26日㈮まで。市内に在住、在勤の人が丹精込めて栽培
しているさつきを展示
　問い合わせ　市花の会事務局（☎92 3491、総合文化センタ
ー内）

県立総社南高等学校吹奏楽部定期演奏会
　場所　市民会館
　内容　３部構成のステージで約 15曲を演奏。入場料 500 円
　問い合わせ　総社南高等学校（☎93 6811）

県立大学ＯＰＵフォーラム 2017
　場所　県立大学
　内容　同大学の研究成果を発表。午後 1時 10 分から「知域
をつなぐ・未来を動かす～地域と連携した IoT による街づくり
～」と題して、信州大学総合情報センター教授の不破泰さんが
講演。研究展示、情報工学部デモコーナー、地域の食など
　問い合わせ　県立大学地域共同研究機構（☎94 2205）

 ３ ●祝
9:00 ～　
　　15:00

 3 ●祝
19:00 ～　
　　21:00

 27 ●土
17:00 ～　
　

総社市役所
〒719－1192
総社市中央一丁目 1番 1号
☎0866－92－8200

■今月の
　「そうじゃ家族の日」

　5月 21 日㈰

　毎月第 3日曜日は「そ
うじゃ家族の日」です。
子どもを囲んで家族の絆
を深めましょう。

５月のイベント

今月の

神が辻日曜ふれあい市
5月 28日㈰
7：00 ～ 9：00
市役所駐車場
　花、野菜、農作物、
魚介類、加工食品など、
毎月 15 店程度の出店
があります。今月は、
豚汁の無料サービス。
出店者募集中！
　問い合わせ　人権・
まちづくり課国際・交
流推進係（☎92 8242）

わっしょい！わっしょい！

 ６ ●土
15:00 ～　

　

 22 ●月
8:30 ～　
　　17:15

 29 ●月
11:00 ～　
　　18:15

集会所のバリアフリー工事などの補助金
　町内会や自治会などの集会所を新築、修繕するときや、集会所の
ための土地を取得するときなどに補助金を交付しています。
　手すりの取り付けや段差の解消などのバリアフリー工事、冷暖房
設備を設置するときも補助金を交付しています。
　集会所の修繕などを行う場合は、人権・まちづくり課までお問い
合わせください。
　問い合わせ　人権・まちづくり課国際・交流推進係（☎92 8242）
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